
 

国分寺高校東通り周辺地区におけるまちづくりの取組経過 

１．まちづくり条例における協働のまちづくりの仕組みについて 

まちづくり条例（以下，「条例」）において，市民と市が力を合わせて地域の特性を生かした協働のまちづ

くりを推進するための仕組として４つの（地区・テーマ型・都市農地・推進地区）まちづくり計画を定めて

いる。下表における①から③については，市民等が主体に行う計画づくりであり，④は市が重点的・優先的

にまちづくりが必要な地区を指定し，市民参加で計画づくりを行うものである。 

まちづくり協議会は，まちづくり計画案を策定する団体として，条例第 13 条の規定に基づき認定を受け

た団体である。 

 

 

 

 

 

 

 

２．国分寺高校東通り周辺地区交通安全まちづくり協議会について 

（１）協議会概要 

【認定年月日】平成 18 年２月 27 日 「地区まちづくり協議会」 

【団体の目的】歩行者や住民にとってきわめて危険な状況にある国分寺高校東通りの交通環境の改善を目的とする。 

 

（２）協議会活動経緯 

年度 主な活動内容 

平成 18 年度 

●社会実験の実施…市（道路管理課）と協議会の共同申請により，国分寺高校東通りが国

土交通省の「くらしのみちゾーン」に指定され，国の補助金を活用し，住民意識調査ア

ンケート，ドライバー自覚促し実験，ハンプ設置，ポストコーン設置，車の交通量・速

度調査等を実施。 

平成 20 年度 ●通過車両の速度測定調査実施  

平成 21 年度 ●まちづくり計画策定のための共益新町自治会会員へのアンケート調査実施（回収率 70.4％）  

平成 22～24 年度 
●「地区まちづくり計画（原案）」の検討 

●平成 25 年３月 28 日 「国分寺高校東通り周辺地区まちづくり計画」（原案）を市に提出  

 

（３）対象区域 

 

 

 

 

 

 

 

市道幹 13 号線を挟む区域で新町一丁目，新町二丁目， 

新町三丁目，並木町二丁目の各一部で，約 10.5ha の区域 

①地区まちづくり計画 ②テーマ型まちづくり計画 ③都市農地まちづくり計画 ④推進地区まちづくり計画

まちづくり概要

一定の地区における公共施設
及び公益施設の整備，土地利
用に関する基準の策定並びに
環境の保全及び創出を目的と
した計画

特定の分野に関する良好なま
ちづくりを目的とした計画

都市農地の計画的な保全及び
活用を目的とした計画

市長が重点的にまちづくりを
推進する必要があると認める
地区における市街地整備及び
都市環境の改善を目的とした
計画

対象地区の面積 おおむね3，000㎡以上の地区 特になし
おおむね3,000㎡以上の地区
（その面積の２/３以上の土地
が都市農地であること）

おおむね１ha以上

計画づくり主体 地区まちづくり協議会 テーマ型まちづくり協議会 都市農地まちづくり協議会 推進地区まちづくり協議会



※条例施行規則に掲げる内容（方針・整備計画） 

●土地利用に関すること ●公共施設及び公益施設の整備に関すること ●環境・景観まちづくりに関すること  

●防災まちづくりに関すること ●その他良好なまちづくりの推進に関すること 

 

３．地区まちづくり計画について  

（１）地区まちづくり計画の構成 

 地区まちづくり計画は，条例第 14 条の規定に基づき，地区のまちづくりに関する方針「地区まちづく

り方針」と地区のまちづくりの具体的な計画「地区まちづくり整備計画」で構成するものであり，条例

施行規則により方針及び整備計画の掲げる内容を以下のとおり規定している。 

  

 

 

 

（２）『国分寺高校東通り周辺地区まちづくり計画』（案）の概要 ※詳細は諮問資料を参照 

  計画案では，地域の生活道路でもある国分寺高校東通りの交通環境の改善，地区内の居住環境の向上及

び改善を進めるため，以下の２つの地区まちづくりの目標を掲げている。 

 

 

 

上記の目標を達成するため，規則で掲げた内容にあわせ，具体的方針を位置づけ，さらにそれに対応 

した整備計画を位置付けている。 

 

４．地区まちづくり計画策定の手続きについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 国分寺高校東通りにおける交通安全宣言通りの実現 

② 緑豊かな落ち着いたコンパクトで安全な住宅地の実現 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

①地区まちづくり計画（案）の決定手続き 

  事前合意型                  提案調整型 

 

 
策定要件 

 

「地区まちづくり方針」

は権利者の過半数の

同意を 

「地区まちづくり整備

計 画 」 は 権 利 者 の

2/3 以上の同意を得

て策定 

市長へまちづくり計画の原案の提示（3/28） 

まちづくり計画の原案の公告，公開（6/19） 

まちづくり計画原案の説明会開催（6/29） 

意見書の提出（7/10 締切）提出１件 

まちづくり協議会より見解書の提出（8/13） 

まちづくりの集いの開催等（開催せず） 

まちづくり市民会議 

②まちづくり計画の決定手続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり計画の公告，協議会へ通知 

まちづくり計画の周知の措置 

標
準
処
理
期
間
９
０
日 

まちづくり計画の決定 

説明会の開催 

意見書の提出 

意見書をまちづくり協議会へ送付 

まちづくり協議会にて見解書作成 

見解書の公表 

まちづくりの集いの開催等 

まちづくり市民会議 

まちづくり計画案の提案 

まちづくり計画案の公告，周知，公開 

…手続き済み 


